
 

 
 

千葉市監査委員告示第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、包括外部監査

の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表し

ます。 

 

  令和７年１月２３日 

 

                    千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄 

                    同       宮 原 清 貴 

                    同       石 橋   毅 

                    同       亀 井 琢 磨 



 

 
 

６千総業第２３０号 

令和７年 １月１７日 

 

千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄 様 

同       宮 原 清 貴 様 

同       石 橋  毅  様 

同       亀 井 琢 磨 様 

 

千葉市長 神谷 俊一  

 

 

包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

平成２６年度、令和４年度及び令和５年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により別紙のと

おり通知します。 



 

 
 

平成２６年度包括外部監査 

監査のテーマ：市が出資する公益財団法人(8 法人)及び財政的援助を与えている公益社団法人(2 法人)の出納その

他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政的援助等に係る所管課の事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論 Ⅱ－４．公益財団法人千葉市保健医療事業団及び健康企画課に係 

る外部監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

（カ）市における未収金の催告等について【医療

政策課】（報告書 P140） 

 市は、未収金について督促状を発送した後、催

告等は行っていない。しかし、督促後、相当期間

経過してもなお履行しない者については、徴収停

止や履行延期の特約等の措置をとらないのであれ

ば、訴訟提起等により履行を請求しなければなら

ない（地方自治法施行令 171 条の 2）。 

【結果（指摘）】 

住所不明者や金額が少額の者については、徴収

停止の措置（地方自治法施行令第 171 条の 5 第 2

号、同第 3号）を、生活困窮者については免除（千

葉市休日救急診療所条例第 7 条）を行い、法令を

遵守した債権管理を徹底されたい。 

 

 

 

休日救急診療所使用料債権については、令和 6

年 2 月 15日付けで催告手続を実施した。また、債

権額が少額である者については、地方自治法施行

令第 171 条の 5 第 3 号に基づき徴収停止を行い、

その後 1 年以上経過しても履行が見込まれない場

合、債権放棄の手続(千葉市債権管理条例第 7 条第

5号該当)を行った。 

消滅時効に係る時効期間が満了し、回収の見込

みもない債権（住所不明者を含む。）については、

債権放棄の手続（同条第 1号該当）を行った。 

なお、生活困窮者については、債務者から減免

の申請があった場合、千葉市休日救急診療所条例

等に規定する減免要件に該当するかどうかを個別

に判断し、該当する場合は減免を行うこととして

いる。 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-１．納税管理課が所管する未収債権管理 

の監査結果について （３）結果 ②［80 訴訟等費用］の未収債権管理に係る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．訴訟費用額確定処分の申立てについて【納税

管理課】（報告書 P79） 

納税管理課では、訴訟費用について、訴訟費用

額確定処分の申立てを行うことなく、実際に訴訟

に要した印紙代や切手代に係る請求書を送付し

て、任意に支払いを受ける形で処理を行っている。 

地方自治法施行令第 171 条の 2 第 2 号によれ

ば、地方公共団体の長は、督促をした後相当の期

間を経過してもなお履行されないときは、同第

171 条の 5 の徴収停止をとる場合、同第 171 条の

6 の履行延期の特約等をとる場合、その他特別の

事情があると認める場合を除き、債務名義のある

債権については、強制執行の手続をとらなければ

ならない旨規定している。 

訴訟費用については、訴訟費用額確定処分が確

定すれば、同処分が民事執行法第 22 条第 4 号の 2

によって債務名義になり、強制執行の手続をとる

ことが可能になる。 

現在の納税管理課の管理方法によれば、訴訟費

用については債務名義化を行っていないことに加

え、実際に要した印紙と郵券のみを請求している

だけで、債務名義として取得する訴訟費用との間

に乖離が生じており、債務者に対する正確な債権

額を把握できていない。 

他方で、訴訟費用額確定処分については、その

申立手続に手間を要し、同処分によって認められ

る金額も少額であるケースが多い。したがって、

訴訟費用が少額であることが見込まれ、取立てに

要する費用に満たないと認められるときには、地

方自治法施行令第 171 条の5 第 3号による徴収停

止によって、その後、強制執行の手続きをとる必

要がなくなるため、訴訟費用額確定処分の申し立

てを行わないことも許容されると考える。 

もっとも、市では、徴収停止を定めた地方自治

法施行令第 171 条の 5 第 3 号の要件について、具

体的な金額を定めていない。 

 

 

令和 6年 5月 24日付けで納税管理課長から各債

権所管課長宛てに通知することにより、市が勝訴

した場合は原則として訴訟費用額確定の申立てを

行って債務名義化する必要があること、及び地方

自治法施行令第 171 条の 5 第 3 号による徴収停止

に係る少額債権の基準額を定めたことについて周

知徹底した。 

 



 

 

 

前述のとおり、訴訟費用や強制執行費用につい

ては、高額な訴額における訴訟の印紙代や建物明

渡しの強制執行費用といった一部の高額な費用を

除き、例えば、訴額 100 万円の訴訟であれば印紙

代が 1 万円で郵券も数千円程度であるから、他の

訴訟費用を含めても訴訟費用の総額は 2 万円を超

えることは稀である。また、預金口座に対する強

制執行費用についても、印紙代が 4,000 円で他の

強制執行費用を含めても強制執行費用の総額は 1 

万円程度である。したがって、地方自治法施行令

第 171 条の 5 第 3 号の要件（「取立てに要する費

用」）は、1 万円程度を目安に設定額の検討をする

ことも考えられる。 

【結果（指摘）】 

訴訟費用についても債権である以上、訴訟費用

額確定処分によって債務名義化し、強制執行手続

をとるのが地方自治法施行令第 171 条の 2 の原則

であるため、徴収停止をとらない以上は訴訟費用

額確定の申し立てをされたい。なお、地方自治法

施行令第 171 条の 5 第 3 号の要件について、次の

意見で述べる対応を実施された場合は、訴訟費用

確定の申立は当然に不要になるものと考える。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-２ 区政推進課が所管する未収債権管理 

の監査結果について （３）結果 ① ［56 特定定額給付金過年度分歳出戻入金］の未収債権管理に 

係る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．歳出戻入案件の繰越調定について【区政推進

課】（報告書 P84） 

特定定額給付金過年度分歳出戻入金に係る債務

者は現在 6 人であるが、当該給付金が申請された

のは、令和 2 年 6 月から 8 月にかけてである。

一旦は給付金として支給されたが、返還事由が発

生したため、市所管課は令和 2 年 11 月から 12 月

にかけて返還請求し、期日までに返納されなかっ

た者に対して督促を実施している。6 件の未収債

権は当該年度に返納されなかったことから、令和

3 年度に繰越され、現時点でも返納がない者である。 

6 人の債務者の合計金額は 150 万円であり、こ

の金額の歳出戻入金が令和 3 年度に繰越される

際には、出納閉鎖日が 5 月 31 日であるため、本

来は、その翌日の 6 月 1 日付けで、当該未収債権

に係る調定を行うこととなる。しかし、実際の調

定日は令和 3年 5月 12日付けの決裁で調定書が作

成されていた。この調定処理は、出納閉鎖日前に

次年度である令和 3 年度の歳入として調定を行

ったことを意味する。 

地方公共団体の会計年度は 4 月から 3 月まで

であるが、その後は出納整理期間が設定されてお

り、決算年度で支出負担行為を行った支出案件や

調定を行った収入案件は、出納整理期間の末尾で

ある 5 月 31 日を出納閉鎖日として、その日まで

に収入・支出の処理を行うこととなっている（地

方自治法第 235 条の 5）。この出納整理期間の制度

に照らして、当該未収債権の収入に係る調定日は

5 月 12 日であったため、出納整理期間内であり、

6 月 1 日付けで行うべき次年度繰越分の歳入調定

を期限前に行ってしまったことは、地方自治法の

出納閉鎖の制度に反する会計処理であると考えら

れる。 

【結果（指摘）】 

当該年度に発生した歳入は、その年度に最初の

 

 

現年度の未収債権は出納閉鎖日まで翌年度の調

定処理を行わず、回収の努力をするよう事務処理

マニュアルに明記し、所属職員に周知徹底した。 

 



 

 

 

調定を行い、納付がない場合は次年度に繰越すこ

ととなる。その次年度への歳入は、出納閉鎖日の

翌日である 6 月 1 日に実施する必要があるが（千

葉市会計規則第 38 条第 1 項）、令和 2 年度に発

生した特定定額給付金過年度分歳出戻入金という

債権は、令和 3 年 5 月 12 日に調定処理が実施さ

れていた。出納閉鎖日までは決算年度の収入とし

て回収に努める必要があるため、出納閉鎖日前に

調定を行うことは地方自治法第 235 条の 5（出納

閉鎖日）の規定に反する会計処理である。したが

って、今後、決算年度の未収債権は出納閉鎖日ま

で翌年度の調定処理を行わず、回収の努力を行う

ことを周知されたい。 

 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-３ 保護課が所管する未収債権管理の 

監査結果について （３）結果 ②［22 賠償金等］に係る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア． 生活保護費不正受給者に係る損害賠償請求執 

行費及びこれに係る遅延損害金の事案について

（ア）遅延損害金の調定の遅れについて【保護課】

（報告書 P104） 

事例Ａに係る債権の令和 3 年度の遅延損害金

の調定日が令和 4 年 7 月 13 日となっており、

令和 3 年度に発生した遅延損害金が令和 3年度内

に調定されていない。 

令和 3 年度発生分の遅延損害金は令和 4年 3月

31日に確定することから、本来であれば令和 4 年

3 月 31 日に調定し、令和 3 年度に帰属する収入

として会計処理する必要があった。 

【結果（指摘）】 

遅延損害金については、発生年度の収入として

調定するよう適時に会計処理されたい。 

 

 

  

 

令和 5 年度に発生した遅延損害金については、

同年度に帰属する収入として、令和 6 年 3 月 31

日に調定した。 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-４ 医療政策課が所管する未収債権管 

理の監査結果について （３）結果 ②［45 休日救急診療所使用料］に係る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．債権放棄の遅れについて【医療政策課】（報告 

書 P119） 

5 年超の滞留債権については、1 件当たりの金

額が決して多額ではないことや、すでに連絡が取

れない債務者がほとんどであることから、催告等

の積極的な債権回収手続は行っていないとのこと

であり、事実上、債務者による時効の援用待ちの

状態で放置しているものである。 

千葉市債権管理条例第 7 条によると、「消滅時

効について時効の援用を要する債権について、消

滅時効に係る時効期間が満了したとき」について

は、「当該債権及びその履行の遅滞に係る損害賠償

金その他の徴収金を放棄することができる」と規

定されている。また、当該債権放棄について議会

承認は不要である旨が第 8 条に規定されている。   

したがって、このような条例の規定がある中で、

時効期間が経過した債権について債権放棄の実施

を検討せず、徒に時効の援用を待っている状況は

問題である。 

【結果（指摘）】 

休日救急診療所使用料債権について、すでに時

効期間が満了しているものについては、事実上回

収が期待できないことから、千葉市債権管理条例

に定める債権放棄の手続を速やかに進めることを

検討されたい。 

 

 

消滅時効に係る時効期間が満了し、回収の見込 

みもない休日救急診療所使用料債権について、令

和 5 年度に債権放棄の手続(千葉市債権管理条例

第 7 条第 1 号該当)及び不納欠損処分を行い､令和

6年 9月に議会へ債権放棄の報告をした。 

今後は、納付が見込まれず時効が完成した債権

については、条例に基づき債権放棄を行っていく。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-４ 医療政策課が所管する未収債権管理 

の監査結果について （３）結果 ②［45 休日救急診療所使用料］に係る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

イ．催告手続について【医療政策課】（報告書 P120） 

休日救急診療所使用料については、納期限の 20

日以内に督促状を郵送しており、なお支払がなか

った債務者を対象に対して定期的に催告書を郵送

している。 

時間の経過に応じて催告書への反応も途絶えが

ちになり、最初の数年間で債務者から反応がない

場合には、催告書の発送自体を中止しているのが

実態とのことである。 

未収債権については、徴収停止の措置を行った

り、債権放棄の手続を行っていなかったりする限

りにおいては、債権回収の努力を継続する必要が

あり、特段必要な措置を取らずに、催告手続を任

意で中断することは、千葉市債権管理条例の規定

に反するため問題である。 

【結果（指摘）】 

未収債権に係る催告手続については、任意で中

止することなく、回収されるまで、又は徴収停止

や債権放棄等の必要な措置が講じられるまでは継

続されたい。 

 

休日救急診療所使用料債権については、令和 6

年 2 月 15日付けで催告手続を実施した。また、消

滅時効に係る時効期間が満了し、回収の見込みも

ない債権については、令和 5 年度に債権放棄の手

続(千葉市債権管理条例第 7 条第 1 号該当)及び不

納欠損処分を行い､令和 6年9月に議会へ債権放棄

の報告をした。 

今後、適切な債権管理を行い、催告は任意で中

止することなく、継続して行うよう千葉市休日救

急診療所未収金事務マニュアルに明記した。 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-５ 健康保険課が所管する未収債権管

理の監査結果について （３）結果 ④［44 出産費貸付金元利収入］の未収債権管理に係る検出事項

について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．適正な時効管理について【健康保険課】（P135） 

現在の未収債権は 9 人に対するもので、270 万

円である。これらの時効期間は既に経過した案件

や 1～2 年で経過するものがほとんどである。そ

の間、一部には徴収停止を行っている案件もある

が、現在の未収債権のほとんどは催告も実施でき

ていない状態であった。私債権の回収事務として

は、未収債権が発生したら相当の期間において、

督促と催告を行い、債務者の経済状況を適時適切

に把握したうえで、一括返済ができない場合、履

行期限の特約を行い分割納付誓約を結び、適切な

額を算定し債務者と合意して、分割納付計画を実

行することが必要であったものと考えられる。 

出産費貸付金元利収入は、平成 13 年度から始

まった貸付制度であるが、平成 22 年 3 月 31 日を

もって廃止され（千葉市規則第 39 号）、概ね、平

成 22 年 6 月 30 日を納付期限とする返還通知が

一斉に発出されていることが把握できる。 

これに対して、「督促」として、平成 25 年 3 月

25 日に通知を出しているようであるが、この間

（平成 22 年 6 月 30 日～平成 25 年 3 月 25 日ま

での間）の交渉記録も確認できないようである。 

必要書類としての交渉記録や経済状況調査等の

書類が不明であるということであるため、債権回

収の専門部門である納税管理課に引継ぐこともで

きない。また、弁護士への回収委託も過去の経緯

等が不明であり、時効期間の経過等により時効の

援用が迫っていることから、効果的ではないもの

と考えられる。 

【結 果（指摘①）】 

過去に発生した出産費貸付金元利収入の回収事

務について、これまでの交渉記録が不明であり、

健康保険課引継後も債務者との接触ができていな

かったことから、時効期間の経過の確認をしたう

えで、早急に催告を行い、債務者と接触して、債

 

 未収債権を有する 9 件について、催告等を行う

ことにより債務者との接触を図り、うち 3 件は完

納となった。また、徴収が困難な 1 件については、

千葉市債権管理条例第 7 条第 1 号に基づき債権放

棄を行った。 

 残りの 5 件のうち 3 件については、令和 6 年 3

月及び 9 月に催告書を送付し、納付意思の確認、

経済状況の聞取り等を行った。債務者の居所や居

住実態が不明な 2 件については、今後も引き続き

調査を進め、債務の承認を得るための債務者との

接触及び経済状況の確認等を行い、状況が確認で

きたものは徴収停止又は分割納付への移行などの

徴収方針を検討した上で適正な債権回収を実施し

ていくよう努める。 



 

 

 

務の承認が得られるのか、また、経済状況の確認

の上で、徴収停止とするか、履行延期の特約によ

る分納計画の履行へ移行するのかなど、ルールに

基づいた債権回収を実施されたい。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-５ 健康保険課が所管する未収債権管

理の監査結果について （３）結果 ④［44 出産費貸付金元利収入］の未収債権管理に係る検出事項

について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．適正な事項管理について【健康保険課】（P135） 

現在の未収債権は 9 人に対するもので、270 万

円である。これらの時効期間は既に経過した案件

や 1～2 年で経過するものがほとんどである。そ

の間、一部には徴収停止を行っている案件もある

が、現在の未収債権のほとんどは催告も実施でき

ていない状態であった。私債権の回収事務として

は、未収債権が発生したら相当の期間において、

督促と催告を行い、債務者の経済状況を適時適切

に把握したうえで、一括返済ができない場合、履

行期限の特約を行い分割納付誓約を結び、適切な

額を算定し債務者と合意して、分割納付計画を実

行することが必要であったものと考えられる。 

出産費貸付金元利収入は、平成 13 年度から始

まった貸付制度であるが、平成 22 年 3 月 31 日を

もって廃止され（千葉市規則第 39 号）、概ね、平

成 22 年 6 月 30 日を納付期限とする返還通知が

一斉に発出されていることが把握できる。 

これに対して、「督促」として、平成 25 年 3 月

25 日に通知を出しているようであるが、この間

（平成 22 年 6 月 30 日～平成 25 年 3 月 25 日ま

での間）の交渉記録も確認できないようである。 

必要書類としての交渉記録や経済状況調査等の

書類が不明であるということであるため、債権回

収の専門部門である納税管理課に引継ぐこともで

きない。また、弁護士への回収委託も過去の経緯

等が不明であり、時効期間の経過等により時効の

援用が迫っていることから、効果的ではないもの

と考えられる。 

【結 果（指摘②）】 

過去に発生した出産費貸付金元利収入の回収事

務に係る交渉記録については、健康保険課に引き

継ぐ前の書類が不備であり、督促や経済状況等を

確認している記録を把握できないものがある。こ

のような文書の保管状況では、滞納管理の専門部

 

未収債権管理に係る必要書類の文書管理につい

ては、令和 6 年 4 月に、同月時点の滞納者の債権

管理に係る記録や資料を整理した上で、債権管理

に係る基本的な管理方法や留意事項等について、

所属職員へ周知徹底した。 

 



 

 

 

門である納税管理課への引継ぎや場合によって実

施される弁護士等への回収業務委託の際に重要な

必要書類の不備で実施できない場合が懸念される

ため、今後の適正な債権管理のために、未収債権

管理に係る必要書類の文書管理について組織内で

徹底するよう改めて周知されたい。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-10．介護保険事業課が所管する未収債権

管理の監査結果について （３）結果 ① ［18 介護サービス事業者による保険給付費返納金］に係

る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．滞納者との間の履行延期の処分について【介

護保険事業課】（報告書 P181） 

滞納債権について分割納付を認める根拠につい

ては、和解（民法 695 条）あるいは地方自治法施

行令第 171 条の 6 による履行延期の処分によるこ

とになる。 

現状、市では債務者からの申請に対し承認の通

知を送るのみで、履行延期の処分を行っていない

ものと判断される。その理由は、市所管課がこれ

まで実施してきたとされる履行延期の処分に係る

決裁文書を閲覧すると、事実上、分割納付に係る

決裁文書であり、債務者に対する履行延期の処分

を内容とする決裁ではなく、かつ債務者に対して

履行延期の処分に係る通知を送付していないから

である。 

この点、履行延期の特約について定めた地方自

治法施行令第 171 条の 6 は、履行延期の処分を認

めるための要件として、例えば同条第 1 項第 1 号

が「債務者が無資力又はこれに近い状態にあると

き」、同条同項第 2 号が「債務者が当該債務の全部

を一時に履行することが困難であり、かつ、その

現に有する資産の状況により、履行期限を延長す

ることが徴収上有利であると認められるとき。」と

定めているように、滞納者の資力を要件とした上

で、分割納付を含めた履行延期の処分を可能とし

ている。 

このことについて、市所管課では、資力要件に

特定月の収支内訳、預金通帳、確定申告書及び決

算書等を入手しているが、そのうえで認めている

分割納付額に関して、十分な合理性を担保する会

計データの分析が行われているとは言えない状況

である。 

一般的に、長期の分割納付は滞納のリスクが高

まるところ、将来的に滞納者の財産への差し押さ

えによる回収も検討しなければならない。 

 

 

 履行延期の処分及び資力要件の確認について

は、令和 5 年度から、滞納者の毎月の収支や保有

資産に関する情報を収集し、当該情報を記載した

収支状況申告書及びその根拠資料を添付させるこ

ととした。また、当該書類等により、地方自治法

施行令第 171 条の 6 第 1 項各号の「履行延期の処

分」の要件に該当すると判断した場合は、履行期

限延期決定通知書により滞納者に通知することと

した。 

 



 

 

 

非強制徴収公債権については強制徴収公債権と

異なり、滞納者の資力について調査する権限が乏

しく、将来の滞納債権についての強制執行を見据

えて、滞納者の資力に関する資料（預金口座等）

については可能な限り債務者から入手する必要が

ある。この点、履行延期の処分を行う場合には、

滞納者の資力を裏付ける資料が必要であるため、

その段階で、滞納者の資力について客観的な資料

が入手可能である。 

したがって、滞納債権について分割納付を認め

る場合、地方自治法施行令第 171 条の 6 に定める

ところにより履行延期の処分を行えば、必然的に

滞納者の資力を裏付ける資料を入手することがで

きるため、将来の再度の不履行に備えることがで

きるものと考える。 

【結果（指摘）】 

滞納者による分割納付を認める場合には、地方

自治法施行令第 171 条の 6 の履行延期の処分によ

るべきであり、現在の分割納付の方法は、履行延

期の処分を行う際の資力要件の確認が不十分であ

る。履行延期の処分の際には、履行延期の処分の

要件を充足する必要があるため、例えば「資金繰

りが厳しい」ことが理由である場合には、毎月の

収支や保有資産に関する情報を滞納者から得た上

で判断する必要があるところ、必要かつ十分な資

料に基づき履行延期の処分の手続をとるよう運用

を改められたい。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-10．介護保険事業課が所管する未収債権 

管理の監査結果について （３）結果 ① ［18 介護サービス事業者による保険給付費返納金］に係 

る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

イ．債権の申出について【介護保険事業課】（報告

書 P183） 

Ａ社の破産手続において、市では千葉地方裁判

所に対し、債権届出を行っている。 

この点、地方自治法施行令第 171 条の 4 第 1 項

は「普通地方公共団体の長は、債権について、債

務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けた

こと等を知った場合において、法令の規定により

当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求

その他債権の申出をすることができるときは、直

ちに、そのための措置をとらなければならない。」

と規定している。 

同条は、破産手続等で、市が債権者として配当

手続に漏れることなく参加し、配当を受ける機会

を確保することを目的としており、当該債務者に

対して市が有する債権額を漏れなく届け出ること

を求めている。 

しかし、市所管課は、元本のみ記載して破産債

権届出書を千葉地方裁判所に提出しており、既に

発生している遅延損害金については届出をしてい

ない。 

今回のＡ社の破産手続については、異時廃止に

よって終了したため配当手続に至らなかったもの

の、仮に配当手続に移行していた場合、届出債権

の債権額について遅延損害金が漏れていること

で、破産手続上は市が有している債権額が実際有

している債権額より少額で扱われ、本来受けられ

る配当額を下回る可能性があり、債権管理として

は不十分であると言わざるを得ない。 

【結果（指摘）】 

今後、破産手続等で債権の申出を行う場合には、

遅延損害金も含めて、市の当該債務者に対して有

している債権を正確に記載した上で、届出を行う

よう、業務手順書等に記載したうえで市所管課内

において周知されたい。 

 

  

債務者が破産手続開始の決定等を受けたことに

より、市が債権者として配当の要求その他債権の

申出を行う場合の手続について、令和 5 年度に事

務処理マニュアルを作成し、延滞金・遅延損害金

も含めた債権額を届け出た上で適正な債権管理を

行うよう、課内で周知徹底した。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-10．介護保険事業課が所管する未収債権 

管理の監査結果について （３）結果 ② ［31 過年度分保険給付費返納金］に係る検出事項について 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．消滅時効期間の経過について【介護保険事業

課】（報告書 P184） 

Ｄ社については、平成 17 年度の千葉県による監

査結果通知書から判明した不正請求を原因とする

不正利得等の徴収金であり、介護保険法第 22 条

第 3 項及び同法 144条により強制徴収公債権であ

る。また、当該債権については介護保険法第 200

条第 1項により消滅時効期間が 2 年ある。 

このＤ社に係る過年度分保険給付費返納金に関

しては、平成 25年以降、債務者との間で一切の交

渉が行われていない。また、一部弁済等の時効中

断事由となる事実が確認できない。したがって、

既に消滅時効期間の経過により債権は消滅してい

るものと考えられる。 

【結果（指摘）】 

Ｄ社に係る過年度分保険給付費返納金について

は、9 年程度、納付交渉がなく、かつ一部弁済等

の時効中断事由等が確認できないため、消滅時効

期間が経過していることを確認し、不納欠損処分

を検討されたい。 

 

 

過年度分保険給付費返納金については、消滅時

効期間が経過していることを確認した上で、令和

5年度に不納欠損処分を実施した。 

 



 

 

 

令和４年度包括外部監査 

監査のテーマ：一般会計、特別会計及び企業会計における収入未済額の管理に係る事務の執行について 

第３ 外部監査の結果 Ⅱ 各論としての外部監査結果 Ⅱ-15 こども家庭支援課が所管する未収 

債権管理の監査結果について （３）結果 ①［5 母子父子寡婦福祉資金貸付金］に係る検出事項に 

ついて 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

ア．督促状の納付期限について【こども家庭支援

課】（P230） 

滞納者に対する督促については、千葉市予算会

計規則第 37 条第 1 項及び第 2 項の規定に従う

と、督促状は納期限後 20 日以内に発行し、督促

状を発した日から起算して 10 日を経過した日を

納期限として指定することになる。 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の滞納者に対する

督促状を確認したところ、納期限後 20 日以内に

督促状が発行されているものの、納期限は督促状

を発した日から起算して 10 日を経過した日では

なく、10 日以上経過した月末の日付となっていた。 

督促状の納期限が督促状の発行日から起算して

10 日を経過した日とせずに督促状を発行してい

ることについて、保健福祉総合システムの開発時

の要件定義が、千葉市予算会計規則第 37 条第 2 

項に合致したものとなっていないことが原因である。 

市所管課は、納期限について、従来から月末日

としてきたため、債務者もそのように認識している。 

【結果（指摘）】 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の督促状を保健

福祉総合システムにより発行する場合、千葉市

予算会計規則第 37 条第 2 項に沿わない納期限

日が自動で印字されて発行されてしまうことか

ら、システムの設定を改定するか、自動で設定

される納期限日を手動により修正するか、若し

くは当該規則に例外等の規定を追加するかな

ど、いずれかの方法を検討することにより、適

切に対応されたい。 

 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の督促状について

は、令和 6 年 4 月から適正な納期限が印字される

ようシステムの設定変更を行った。 



 

 

 

令和５年度包括外部監査 

監査のテーマ：固定資産台帳の整備に係る内部統制とその情報の活用の状況について 

Ⅳ 千葉市の公営企業会計の固定資産台帳  第３章 水道事業会計  ３ 監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

（２）耐用年数の設定について【水道総務課】（報

告書 P160） 

公営企業の固定資産の耐用年数は、「地方公営

企業法施行規則別表第二号」を基準に設定される。 

令和3年度の固定資産台帳の資産名が同一の固

定資産について、耐用年数の設定が異なるものが

あるか、異なる場合は理由が妥当なものか点検した。 

No.1の固定資産（更科浄化場ろ過設備）は、耐

用年数が誤って設定されていた。「地方公営企業

法施行規則別表第二号」における「機械及び装置」

の最長の耐用年数は22年であるが、60年とされていた。 

No.2 の固定資産（制水弁）は、耐用年数が誤っ

て設定されていた。同一の固定資産について、一

方は 30 年、もう一方は 40 年となっていたが、正

しいのは 30 年の方で、40年の方は誤りだった。 

【結果（指摘）】 

「地方公営企業法施行規則別表第二号」による

と、No.1 の資産は、「機械及び装置水道用又は工

業用水道用設備その他主として金属造のもの 17

年」に該当し、No.2 の資産は、「構築物水道用又

は工業用水道用のもの配水管附属設備 30 年」に該

当する。この点、耐用年数の登録の誤りが生じていた。 

No.1 及び No.2 の資産のいずれも、固定資産台

帳上、正しい耐用年数に修正したうえで、減価償

却計算を見直す必要がある。 

ただし、本報告書で指摘した資産について局所

的に修正したところで全体に与える影響は軽微で

あるため、費用対効果に乏しいと思われる。実際

に修正するかどうかは、重要性を勘案した上で、

重要なものだけ修正すれば足りると考える。 

それよりも、今後、同様の誤りをしないように

するための仕組みづくりが重要である。今回の誤

りの要因は、固定資産台帳の登録時の単純な入力

誤りであるため、固定資産台帳登録後のダブルチ

ェックを行うこと等、科目名称及び耐用年数の登

録の誤りが生じないような体制の構築を検討すべ

きである。 

 

 

耐用年数が誤っていた資産については、令和 5

年度決算において全体の見直しを行い、固定資産

台帳を修正の上、過少となっていた減価償却費及

び長期前受金戻入を過年度修正損益に計上した。 

また、登録の誤りが生じないような体制の構築

についても、事務マニュアルに固定資産登録情報

のチェックポイントや手順を明記した。 

 



 

 

 

令和５年度包括外部監査 

監査のテーマ：固定資産台帳の整備に係る内部統制とその情報の活用の状況について 

Ⅳ 千葉市の公営企業会計の固定資産台帳  第３章 水道事業会計  ３ 監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

（３）適切な固定資産の残存価額の設定について

【水道総務課】（報告書 P161） 

千葉市では、固定資産の減価償却について、地

方公営企業法施行規則第 15条に従って、減価償却

額を算定し、残存価額を設定している。 

令和 3 年度の固定資産台帳から、耐用年数を経

過して減価償却計算が完了した固定資産につい

て、地方公営企業法施行規則第 15条に従って、残

存価額の設定が適切か確認した。 

その結果、以下（深井戸、排水池）の固定資産

は、減価償却計算が完了しているにもかかわらず、

残存割合が約 23％となっており、残存価額の設定

誤りが判明した。 

【結果（指摘）】 

地方公営企業法施行規則第 15 条に基づくと、償

却資産は取得原価の 10/100又は 5/100に相当する

金額まで償却される。 

しかし、No.1,2の資産は、耐用年数が経過して

いるにもかかわらず、取得原価の 23/100 に相当す

る金額までしか減価償却が実施されていなかっ

た。 

地方公営企業法施行規則第 15 条に従って、取得

原価の10/100又は5/100に相当する金額まで償却

が必要となるため、追加で減価償却費を計上する

必要がある。 

 

 

残存価額の設定が誤っていた資産については、

令和 5 年度決算において全体の見直しを行い、固

定資産台帳を修正の上、過少となっていた減価償

却費等を過年度修正損益に計上した。 

 



 

 

 

令和 5年度包括外部監査 

監査のテーマ：固定資産台帳の整備に係る内部統制とその情報の活用の状況について 

Ⅳ 千葉市の公営企業会計の固定資産台帳  第３章 水道事業会計  ３ 監査の結果 

監査の結果（指摘事項の概要） 講じた措置 

（４）未経過リース料の注記漏れについて【水道

総務課】（報告書 P162） 

「千葉市水道事業の設置等に関する条例」第 3

条第 1 項により、千葉市の水道事業は、地方公営

企業法第 7 条ただし書及び地方公営企業法施行令

第 8 条の 2 の規定に基づき、管理者を置かないこ

とを定めている。 

そして、地方公営企業法施行規則第 55条では、

リース会計に係る特例として、管理者を置かない

企業は、所有権移転外ファイナンス・リースにつ

いて、リース料総額が 300 万円以上のものであっ

ても通常の賃貸借処理することを認めている。た

だし、この場合、地方公営企業法施行規則第 42

条で、未経過リース料を注記しなければならない。

一方、所有権移転ファイナンス・リースはこの特

例措置は及ばないため、売買処理に準じた処理が

求められる。 

したがって、千葉市の水道事業は、所有権移転

外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理するこ

とができる。 

リース会計の適用の状況を点検するため、 令和

3 年度の仕訳データを対象として、年間で「賃借

料」 として計上された金額が大きい賃借契約を 4

件抽出し、リース契約書を閲覧し、ファイナンス・

リース取引として固定資産に計上すべき取引がな

いか点検した。 

その結果、公営企業会計システムの取引は、固

定資産としての計上は不要であり、通常の賃貸借

処理が認められるものであり、「賃借料」として計

上されていること自体は適切な会計処理と考えら

れるが、水道事業会計決算書に未経過リース料の

注記の記載が漏れていた。 

【結果（指摘）】 

千葉市の水道事業は、管理者を設置していない

ため、 所有権移転外ファイナンス・リースを通常

の賃貸借取引で処理をしていても問題ないが、決

算書に「リース契約により使用する固定資産に関

 

 

記載が漏れていた未経過リース料相当額につい

ては、令和 4 年度決算からリース契約により使用

する固定資産に関する注記をし、適正に作成して

いる。 

 



 

 

 

する注記」を記載する必要があり、現状注記が漏

れてしまっている。地方公営企業法に従って、 当

該事業年度の末日における未経過リース料相当額

の注記が必要である。 

 

 


